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宣　　誓　　書
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　茨城県知事　大井川　和彦　殿

住　　　　所
商号又は名称
代表者の氏名

　茨城県訪問介護事業所緊急支援事業に係る労働者派遣業務に関する企画提案応募申請を行うに当たり、応募資格である下記事項をすべて満たしていることに相違ありません。

記

(1)　茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく競争入札参加資格を有する者であって、同要項第５条に規定する物品調達等競争入札参加有資格者名簿の大分類24（その他）、小分類４（その他）に登録されている者であること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(2)　宗教的活動または政治的活動を主たる目的としていないこと。
(3)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項の規定に基づく茨城県の入札への参加の制限を受けていない者であること。
(4)　民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成16年法律第75号）の規定による破産手続き開始の申立てが行われている者でないこと。
(5)　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。）第５条第１項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律（平成27年法律第73号。以下「改正法」という。）附則第３条第１項の規定により労働者派遣法第５条第１項の許可を受けたものとみなされた者および改正法附則第６条第１項の規定により労働者派遣事業を行うことができる者を含む。）であること。
(6)　茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号から第３号までの規定に該当する者でないこと。
(7)　茨城県の全ての県税に未納がない者であること。
(8)　提供を求める業務と同種又は類似の業務を履行した実績を有する者であること。
(9)　個人情報の保護や業務上知り得た秘密の漏洩防止に関して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマーク制度の認定等、第三者機関の認証を受けている者であること。
